
税
理
士
が
支
え
る

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
最
新
事
情

は
じ
め
に

最
近
、
全
国
各
地
の
税
理
士

の
方
々
か
ら
、
同
じ
問
い
合
わ

せ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

平
成
２３
年
８
月
、
東
京
国
税

局
作
成
の
「
資
産
税
審
理
研
修

資
料
」
は
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
収
録

さ
れ
て
い
ま
す
か
、
と
い
う
質

問
で
す
。

Ⅰ

小
規
模
宅
地
の

研
修
資
料

１
、
東
京
国
税
局
に
開
示
請
求

早
速
、
検
索
し
て
み
ま
し
た

が
、
平
成
２３
年
８
月
作
成
の
資

産
税
審
理
研
修
資
料
は
収
録
さ

れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
東
京
国
税
局
に
問

い
合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
確

か
に
そ
の
行
政
文
書
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
ま
し

た
の
で
、
開
示
請
求
を
い
た
し

ま
し
た
。

し
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
平
成
２３
年
１２
月
と
、
平
成

２４
年
７
月
に
も
「
資
産
税
審
理

研
修
資
料
」
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。

２
、
費
用
は
い
く
ら
か
か
り
ま

す
か
？

問
い
合
わ
せ
を
寄
せ
ら
れ
た

税
理
士
の
方
々
の
中
に
は
、

「
と
こ
ろ
で
、
開
示
請
求
を
し

て
い
た
だ
く
と
、
手
数
料
は
い

く
ら
か
か
り
ま
す
か
？
」
と
い

う
質
問
も
あ
り
ま
し
た
。

「
開
示
請
求
に
か
か
る
費
用

は
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
が
支
払
い
ま

す
か
ら
、
先
生
の
ご
負
担
は
一

切
あ
り
ま
せ
ん
。
」

と
言
う
と
驚
か
れ
た
様
子
で
し

た
。

「
先
生
が
必
要
と
さ
れ
た
情
報

は
、
他
の
税
理
士
に
と
っ
て

も
、
き
っ
と
必
要
な
情
報
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。
今
日
、
必
要

で
な
い
と
し
て
も
、
い
つ
か
、

日
本
中
の
ど
こ
か
に
い
る
顔
も

知
ら
な
い
税
理
士
に
と
っ
て
必

要
に
な
る
情
報
だ
と
思
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ

に
収
録
し
て
お
け
ば
、
情
報
を

必
要
と
す
る
税
理
士
が
検
索
し

た
と
き
に
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
検

索
で
き
、
他
の
税
理
士
の
役
に

立
つ
の
で
す
か
ら
、
い
い
の
で

す
。
」

３
、
開
示
さ
れ
た
情
報
の
編
集

東
京
国
税
局
課
税
第
一
部

資
産
課
税
課
、
資
産
評
価
官
か

ら
開
示
さ
れ
た
「
資
産
税
審
理

研
修
資
料
」
は
、
膨
大
な
資
料

で
あ
り
、
中
に
は
、
既
に
国
税

庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
示
さ

れ
て
い
る
資
料
も
混
在
し
て
い

て
、
編
集
に
は
相
当
の
時
間
が

か
か
る
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

相
談
事
例
の
編
集
は
、
主
と

し
て
広
島
の
中
国
税
理
士
会
の

税
理
士
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

早
速
、
開
示
さ
れ
た
情
報
を

広
島
に
送
っ
て
編
集
を
依
頼
し

ま
し
た
。

一
方
、
総
目
次
は
編
集
す
る

必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
税

務
会
計
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
掲
示
し

ま
し
た
。

http
://w

w
w
.zeirishi.gr.

jp
/
bbs

1
/
bbs

.htm
l
?
r
=

5779966972054453094

税
務
会
計
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、

一
応
入
り
口
で
、
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス

ワ
ー
ド
を
要
求
し
ま
す
が
、
こ

れ
は
ス
パ
ム
対
策
の
た
め
な
の

で
、
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
と
お

り
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入

れ
る
と
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
会
員

で
な
く
て
も
、
だ
れ
で
も
、
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
研
修
資
料
の
編

集
の
順
序
で
す
が
、
問
い
合
わ

せ
を
寄
せ
ら
れ
た
方
々
は
、
全

員
、
こ
の
研
修
資
料
の
う
ち
の

「
小
規
模
宅
地
の
特
例
」
に
関

す
る
資
料
が
必
要
だ
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

４
、
二
世
帯
住
宅
の
敷
地
に
係

る
小
規
模
宅
地
等
の
特
例

そ
こ
で
、
最
初
か
ら
順
序
正

し
く
編
集
を
す
る
の
で
は
な

く
、
ま
ず
、
必
要
と
さ
れ
て
い

る
小
規
模
宅
地
の
設
問
か
ら
編

集
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
「
二
世
帯
住
宅
の
敷

地
に
係
る
小
規
模
宅
地
等
の
特

例
（
１
）
と
（
２
）
」
で
す
。

検
索
方
法
は
、
簡
単
で
す
。

ま
ず
、
一
般
検
索
で
、
全
区
分

・
全
範
囲
を
選
び
ま
す
。

１
行
目

「
資
産
税
審
理
研
修
資
料
」

２
行
目
「
平
成
２３
年
８
月
」

３
行
目
「
小
規
模
宅
地
」

で
Ｏ
Ｋ
で
す
。

フ
リ
ー
ワ
ー
ド
検
索
の
場
合

に
は
、
上
記
の
３
つ
の
キ
ー
ワ

ー
ド
の
間
に
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ

て
検
索
す
る
と
、
同
じ
結
果
が

得
ら
れ
ま
す
。

検
索
方
法
が
判
ら
な
い
と
き
は

０３

５
４
９
６

１
４
１
６

へ
ど
う
ぞ
。

Ⅱ

庭
内
神
し
事
件

平
成
２４
年
６
月
２１
日
、
東
京

地
裁
は
庭
内
神
し
の
敷
地
に
係

る
税
務
訴
訟
で
納
税
者
の
主
張

を
全
面
的
に
認
め
る
画
期
的
な

判
決
を
言
い
渡
し
、
納
税
者
勝

訴
が
確
定
し
ま
し
た
。

こ
の
事
件
は
、
東
京
税
理
士

会
日
本
税
務
会
計
学
会
関
係
者

の
補
佐
人
税
理
士
の
方
か
ら
、

い
ち
早
く
勝
訴
し
た
判
決
書
を

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
ご
提
供
い
た
だ

き
ま
し
た
。

控
訴
期
間
が
過
ぎ
、
納
税
者

の
勝
訴
が
確
定
し
た
後
、
判
決

書
は
個
人
情
報
を
黒
塗
り
し
た

後
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
税
法
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
に
収
録
さ
れ
ま
し
た
。

フ
リ
ー
ワ
ー
ド
検
索
で
も
、

一
般
検
索
で
も
、
検
索
ワ
ー
ド

は
「
庭
内
神
し
事
件
」
で
ヒ
ッ

ト
し
ま
す
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
庭

内
神
し
の
敷
地
実
測
図
を
は
じ

め
、
弁
財
天
、
稲
荷
の
写
真
な

ど
、
補
佐
人
税
理
士
か
ら
提
供

さ
れ
た
貴
重
な
資
料
も
収
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
二
次
情
報
か
ら

リ
ン
ク
画
像
を
ク
リ
ッ
ク
す
る

と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
税
庁
は
、
平
成
２４
年
７
月

１３
日
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ト
ピ

ッ
ク
ス

と

し

て
「
「
庭

内

神

し
」
の
敷
地
等
に
係
る
相
続
税

法
第
１２
条
第
１
項
第
２
号
の
相

続
税
の
非
課
税
規
定
の
取
扱
い

の
変
更
に
つ
い
て
」
を
掲
示
し

ま
し
た
。

現
在
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
は
、

平
成
１６
年
１２
月
東
京
国
税
局
作

成
の
「
資
産
税
審
理
研
修
資

料
」
と
、
今
回
の
東
京
地
裁
判

決
の
後
発
信
さ
れ
た
取
扱
い
変

更
に
係
る
「
お
知
ら
せ
」
と
が

相
談
事
例
に
収
録
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
経
緯
が
理
解
で
き
る

よ
う
な
編
集
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。Ⅲ

ゴ
ル
フ
会
員
権

取
得
費

平
成
２４
年
８
月
２３
日
、
国
税

庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
ゴ
ル

フ
会
員
権
の
譲
渡
所
得
に
係
る

取
得
費
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」

と
い
う
「
お
知
ら
せ
」
が
掲
示

さ
れ
ま
し
た
。

http
://w

w
w
.n

ta
.go

.jp
/

son
ota

/
son

ota
/
osirase

/

data/h24/golf/01.htm

こ
れ
は
、
国
税
庁
が
平
成
２３

年
１２
月
１３
日
の
東
京
地
裁
判
決

（
Ｚ
８
８
８

１
６
４
５
）
の

控
訴
審
で
あ
る
平
成
２４
年
６
月

２７
日
東
京
高
裁
判
決
（
未
収

録
、
開
示
請
求
中
）
が
地
裁
判

決
を
維
持
し
確
定
し
た
こ
と
を

受
け
て
取
扱
い
が
変
更
さ
れ
た

の
で
す
が
、
事
件
は
未
公
開
で

あ
っ
た
た
め
、
会
員
か
ら
の
問

い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
の
で
す
。

前
記
、
東
京
地
裁
判
決
を
検

索
し
、
一
番
右
の
列
の
関
連
雑

誌
目
次
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
い
た

だ
く
と
、
平
成
２４
年
７
月
３０
日

の
週
刊
税
務
通
信
�
３
２
２
３

の
６
ペ
ー
ジ
に
次
の
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

取
扱
い
が
変
更
に
な
っ
た
と
い

う
事
情
が
判
り
ま
す
。

東
京
高
裁

ゴ
ル
フ
会
員
権
の

譲
渡
所
得
計
算
を
巡
る
事
案

更
正
処
分
一
部
取
消
が
確
定

「
新
プ
レ
ー
権
」
と
「
旧
プ
レ

ー
権
」
の
同
一
性
を
認
め
る

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
編
集
室
で

は
、
こ
の
週
刊
税
務
通
信
の
記

事
に
基
づ
き
、
７
月
３０
日
に
、

東
京
国
税
局
に
東
京
高
裁
判
決

の
開
示
請
求
を
致
し
ま
し
た

が
、
開
示
さ
れ
る
の
は
、
情
報

公
開
法
１１
条
の
規
定
に
よ
り
、

本
年
１０
月
２９
日
に
延
期
す
る
と

い
う
決
定
書
を
受
け
取
っ
て
い

ま
す
。

お
わ
り
に

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
は
昭
和
５７
年
１２

月
、
税
理
士
の
た
め
に
、
税
理

士
の
手
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
し

た
税
法
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
す
。

そ
の
理
念
の
下
、
数
多
く
の

税
理
士
の
手
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
、
本
年
末
に
は
３０
年
に
な
り

ま
す
。
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
れ
か
ら
も
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ

Ｓ
会
員
の
皆
様
か
ら
の
更
な
る

ご
支
援
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

朝
倉

洋
子
〔
目
黒
〕

収
録
内
容
に
関
す
る
お
問
合
せ

は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
編
集
室
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